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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メイン端末（１００）がユーザーの操作によりサービスアップを起動する過程と、
　起動されたサービスアップを介して、撮影対象者の各端末（２００Ａ、２００Ｂ、２０
０Ｃ）に招待メッセージを発送する過程と、
　招待メッセージを受信した前記撮影対象者の各端末（２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ）
がサービスアップを起動し、前記メイン端末（１００）側に接続する過程と、
　招待メッセージを受信した前記撮影対象者の各端末（２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ）
がいずれも接続を完了すると、前記メイン端末（１００）がユーザーの指示に従い各撮影
対象者の位置を指定し、撮影を行う過程と、
　前記メイン端末（１００）が撮影されたイメージをサーバー側に送信し、サーバー（３
００）は、送信されたイメージから前記各撮影対象者の像を所定のオブジェクトセグメン
テーション技法を用いて取り出す過程と、
　前記サーバー（３００）が取り出された前記各撮影対象者の像を最終的なイメージ上の
指定された位置に挿入してイメージを完成した後に保存する過程と、
　前記完成されたイメージを前記撮影対象者の各端末（２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ）
側に転送する過程と、を含み、
　前記招待メッセージを受信した前記撮影対象者の各端末（２００Ａ、２００Ｂ、２００
Ｃ）がサービスアップを起動し、前記メイン端末（１００）側に接続する過程は、
　招待を受諾し、前記メイン端末（１００）側に接続する過程と、カメラモジュールを駆
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動し、ユーザーの選択に応じてユーザーの動画をリアルタイムにて転送することにより、
またはアルバムの保存イメージを転送することにより撮影に参与する過程と、を含み、
　前記招待メッセージを受信した前記撮影対象者の各端末（２００Ａ、２００Ｂ、２００
Ｃ）がいずれも接続を完了すると、前記メイン端末（１００）がユーザーの指示に従い各
撮影対象者の位置を指定し、撮影を行う過程は、
　前記メイン端末（１００）が、仮想撮影のためのバックグラウンドイメージのタイプを
設定する過程と、設定された前記バックグラウンドイメージの上に、撮影対象者の位置を
ユーザーの入力に応じて指定する過程と、それぞれ指定された位置の領域に当該撮影対象
者の映像を表示する過程と、をさらに含む、ことを特徴とする仮想撮影サービス方法。
【請求項２】
　前記撮影対象者の各端末（２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ）は、
　前記メイン端末（１００）とリアルタイムにて連動して、前記メイン端末（１００）の
画面を自分の画面にそのまま表示することを特徴とする請求項１に記載の仮想撮影サービ
ス方法。
【請求項３】
　招待メッセージを受信した前記撮影対象者の各端末（２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ）
がサービスアップを起動し、前記メイン端末（１００）側に接続する過程は、
　ユーザーの選択に応じて前記メイン端末（１００）との文字チャットや音声チャットを
設定する過程をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の仮想撮影サービス方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、仮想の撮影サービスに係り、さらに詳しくは、遠隔地のユーザーがオンライ
ンで参与する仮想撮影サービスシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ここ数年で急速にて普及されたスマートフォンは、モバイル通信及びパソコンの機能（
運営体系の実装、アプリケーションの駆動、インターネット接続機能）を結合して我々の
実生活に一部になった。
【０００３】
　また、スマートフォンのアプリケーション（以下、「アップ」と称する。）は、その数
を列挙できないほど様々に開発され、且つ、進化を重ねていることから、実生活に役立つ
アイデアで多くの利便性を提供している。
【０００４】
　スマートフォンの普及及びスマートフォンアプリケーションの開発は拡大され続けられ
ているが、オンライン空間において撮影し、ユーザーがオンラインで参与する仮想撮影に
関するアプリケーションは、量的（個数）や質的に未だ満足いかないレベルに留まってい
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、既存の保存されたイメージや仮想のイメージをバックグラウンドとし
て、遠隔地のユーザーがオンラインで写真撮影を行う仮想撮影サービスシステムを提供す
るところにある。
【０００６】
　本発明の付加的な特性及び利点は、下記の説明に記載される筈であり、部分的には前記
説明により明らかになるか、または本発明の起動により熟知される。本発明の目的及び他
の利点は、特に後述する説明及び添付図面だけではなく、請求項において指摘した構造に
より実現される。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　上述した目的を達成するためになされた本発明による仮想撮影サービス方法は、メイン
端末１００がユーザーの操作によりサービスアップを起動する過程と、前記起動されたサ
ービスアップを介して、撮影対象者の端末２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃに招待メッセー
ジを発送する過程と、前記招待メッセージを受信した各端末２００Ａ、２００Ｂ、２００
Ｃが前記サービスアップを起動し、メイン端末１００側に接続する過程と、前記招待メッ
セージを受信した端末がいずれも接続を完了すると、メイン端末１００はユーザーの指示
に従い各撮影対象者の位置を指定し、撮影を行う過程と、メイン端末１００が前記撮影さ
れたイメージをサーバー側に送信し、サーバー３００は、送信されたイメージから各撮影
対象者の像を所定のオブジェクトセグメンテーション技法を用いて取り出す過程と、サー
バー３００が前記取り出された各像を最終的なイメージ上の指定された位置に挿入してイ
メージを完成した後に保存する過程と、前記完成されたイメージを各撮影対象者の端末２
００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ側に転送する過程と、を含む。
【０００８】
　好ましくは、前記招待メッセージを受信した各端末がメイン端末１００側に接続する過
程は、前記招待を受諾し、メイン端末１００側に接続する過程と、カメラモジュールを駆
動し、ユーザーの選択に応じてユーザーの動画をリアルタイムにて転送することにより、
またはアルバムの保存イメージを転送することにより撮影に参与する過程と、を含む。
【０００９】
　また、好ましくは、本発明による仮想撮影サービス方法は、前記招待メッセージを受信
した端末がいずれも接続を完了すると、メイン端末１００が仮想撮影のためのバックグラ
ウンドのイメージタイプを設定する過程と、前記設定されたバックグラウンドイメージの
上に、撮影対象者の位置をユーザーの入力に応じて指定する過程と、それぞれ指定された
位置の領域に当該撮影対象者の映像を表示する過程と、をさらに含む。
【００１０】
　さらに、好ましくは、前記撮影対象者の端末２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃは、前記メ
イン端末１００とリアルタイムにて連動して、メイン端末１００の画面を自分の画面にそ
のまま表示する。
【００１１】
　さらにまた、好ましくは、前記招待メッセージを受信した各端末がメイン端末１００側
に接続する過程は、ユーザーの選択に応じてメイン端末１００との文字チャットや音声チ
ャットを設定する過程をさらに含む。
【００１２】
　上述した目的を達成するためになされた本発明による仮想撮影サービスシステムは、所
定のサービスアップを介して、撮影対象者の端末２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃに招待メ
ッセージを発送し、前記招待メッセージを受信した端末がいずれも接続を完了すると、ユ
ーザーの指示に従い各撮影対象者の位置を指定し、撮影を行うメイン端末１００と、前記
メイン端末１００から招待メッセージが受信されると、カメラモジュールを駆動してリア
ルタイムにて映像をメイン端末１００に転送しながらメイン端末１００の撮影に参与する
少なくとも一つのサブ端末２００ａ、２００ｂ、２００ｃと、前記メイン端末１００から
撮影されたイメージが受信されると、受信されたイメージから各撮影対象者の像を所定の
オブジェクトセグメンテーション技法を用いて取り出し、取り出された各像を最終的なイ
メージ上の指定された位置に挿入してイメージを完成するサーバー３００と、を備える。
【００１３】
　好ましくは、前記メイン端末１００は、前記招待メッセージを受信した端末がいずれも
接続を完了すると、仮想撮影のためのバックグラウンドのイメージタイプを設定し、前記
設定されたバックグラウンドイメージの上、撮影対象者の位置をユーザーの入力に応じて
指定し、それぞれ指定された位置の領域に当該撮影対象者の映像を表示する。
【００１４】
　また、好ましくは、前記少なくとも一つのサブ端末２００ａ、２００ｂ、２００ｃは、
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メイン端末１００とリアルタイムにて連動して、メイン端末１００の画面を自分の画面に
そのまま表示する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明は、オンラインの仮想空間に遠隔地のユーザーを参与させて写真撮影を行う仮想
撮影サービスシステムを実現した。
【００１６】
　本発明は、仮想撮影サービスのためのサービスアップを実現することにより、旅行や会
合に参与できなかった会員（または、友達、家族など）の仲間入り、家族と離れて過ごす
パパの家族写真への挿入、オンライン会合に参与した会員の映像記録物の残し、有名人（
例えば、芸能人やスポーツスターなど）との記念撮影の提供、オンラインファンクラブに
おけるスターとの写真撮影サービスの提供などの機能をより手軽に提供することができる
と期待される。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明による仮想撮影サービスシステムのブロック構成図である。
【図２】本発明による仮想撮影サービスシステムの動作フローチャートである。
【図３】本発明による仮想撮影サービス設定画面を例示する図である。
【図４】本発明による仮想撮影サービスの他の設定画面を例示する図である。
【図５】本発明により構成される端末画面の例示図である。
【図６】メイン端末１００の画面構成を示す例示図である。
【図７】サブ端末２００ａの画面構成を示す例示図である。
【図８】サブ端末２００ｂの画面構成を示す例示図である。
【図９】サブ端末２００ｃの画面構成を示す例示図である。
【図１０】本発明によるサブ端末及び端末ユーザーを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付図面に基づき、本発明の好適な実施形態について説明する。以下の説明にお
いて用いられる構成要素に対する接尾語「モジュール」及び「部」は、単に本明細書の作
成しやすさのみが考慮されて与えられるものであり、それ自体に特に重要な意味または役
割を与えるものではない。このため、前記「モジュール」及び「部」は、混用可能である
ということに留意すべきである。
【００１９】
　本発明の着目点は、所定のバックグラウンドイメージを有する仮想の空間に遠隔地のユ
ーザーをオンラインで参与させ、撮影機能及び通信機能を併せ持つスマート機器を用いて
写真撮影を行う仮想撮影サービスシステムを実現するところにある。
【００２０】
　図１は、本発明による仮想撮影サービスシステムのブロック構成図である。
【００２１】
　図１に示すように、本発明による仮想撮影サービスシステムは、メイン端末１００と、
サブ端末２００ａ、２００ｂ、２００ｃ、サーバー３００と、を備える。
【００２２】
　前記メイン端末１００は、サービスアップが起動されると、カメラモジュールを駆動し
、ユーザーの選択に応じて仮想撮影のためのバックグラウンドのイメージタイプ（例えば
、リアルタイム映像（例えば、静止映像または動画）、アルバムの保存イメージなど）を
設定する。
【００２３】
　また、前記サービスアップを介して前記サブ端末２００ａ、２００ｂ、２００ｃ、すな
わち、撮影対象者の端末２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃに招待メッセージを発送し、招待
メッセージを受信した端末が招待を受諾し、サービスに接続すると、ユーザーの指示に従
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い各撮影対象者の位置を指定し、撮影を行う。次いで、撮影が終わると、前記撮影したイ
メージを前記サーバー３００側に送信する。
【００２４】
　前記サーバー３００は、メイン端末１００から前記撮影されたイメージが受信されると
、受信されたイメージから各撮影対象者の像を事物取出技法を用いて取り出す。このとき
、前記事物取出技法とは、取出対象物を対象物の輪郭線に沿ってその背景イメージと分離
して検出する技法を意味する。事物取出技法には、オブジェクトセグメンテーション技法
などがある。
【００２５】
　サーバー３００は、前記取り出された各像を写真の指定された位置に挿入し、重ね合わ
せて最終的なイメージを完成する。また、完成された最終的なイメージをメモリに保存す
る一方、前記メイン端末１００及び各撮影対象者の端末２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ側
に転送する。
【００２６】
　前記サブ端末２００ａ、２００ｂ、２００ｃは、前記メイン端末１００から招待メッセ
ージが受信されると、前記サービスアップを起動し、ユーザーの指示に従い招待を受諾し
た後、サービス（または、メイン端末１００）に接続する。また、カメラモジュールを駆
動し、ユーザーの選択に応じてリアルタイム映像（例えば、静止映像または動画）やアル
バムの保存イメージをメイン端末１００に転送して撮影に参与する。
【００２７】
　サブ端末２００ａ、２００ｂ、２００ｃは、撮影が行われる間に、メイン端末１００と
リアルタイムにて連動してメイン端末１００の撮影画面をそれぞれの端末画面にそのまま
表示して、各端末２００ａ、２００ｂ、２００ｃのユーザーにそれぞれ自分の個性に合う
ポーズを取らせる。
【００２８】
　また、前記サブ端末２００ａ、２００ｂ、２００ｃは、ユーザーの選択に応じて予めチ
ャットの種類（例えば、文字チャット、音声チャットなど）を設定して、撮影が行われる
間に各端末１００、２００ａ、２００ｂ、２００ｃのユーザーが話し合ってコミュニケー
ションできるようにする。
【００２９】
　前記メイン端末１００及びサブ端末２００ａ、２００ｂ、２００ｃは、撮影機能及び通
信機能を併せ持つノート型パソコン、デスクトップコンピュータまたは移動通信端末（例
えば、携帯電話、ＰＤＡ、スマートフォン、またはタブレットＰＣなど）である。
【００３０】
　前記メイン端末１００及びサブ端末２００ａ、２００ｂ、２００ｃは、カメラモジュー
ル、無線通信部、Ａ／Ｖ（オーディオ／ビデオ）入力部、ユーザー入力部、感知部、出力
部、メモリ、インタフェース部、制御部及び電源供給部などを備える。前記構成要素がい
ずれも必須的なものではないため、それよりも多くの構成要素を備えてもよく、それより
も少ない構成要素を備えてもよい。
【００３１】
　メイン端末１００及びサブ端末２００ａ、２００ｂ、２００ｃは、仮想撮影サービスを
行う装置またはアプリケーションを備えるか、または、メモリに保存する。本発明による
仮想撮影サービスアップは、アンドロイドマーケットやアップストアなどのアプリケーシ
ョン購入先から提供され、ユーザーは、サービスアップを予めダウンロードして、スマー
トユーザー端末１００にインストールする。本発明によるサービスアップは、端末の製造
に際して制御部（図示せず、ＣＰＵ）に実装され、この場合、前記サービスアップを制御
部とみなす。
【００３２】
　図２は、本発明による仮想撮影サービスシステムの動作フローチャートである。
【００３３】
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　図２に示すように、ユーザーが端末１００に保存された仮想撮影サービスアップ（以下
、「サービスアップ」と称する。）を起動すると（ステップＳ１１０）、アップの起動に
応じて前記メイン端末１００は、カメラモジュールを駆動し、図３の設定画面Ｄ１０に示
すように、ユーザーの選択に応じて仮想撮影のためのバックグラウンドのイメージタイプ
（例えば、リアルタイム映像（例えば、静止映像または動画）、アルバムの保存イメージ
など）と、撮影イメージのサイズ（例えば、顔面、半身、全身など）を設定する。図３は
、撮影イメージのサイズが「顔面」と設定された例である。前記設定手続き（例えば、バ
ックグラウンドイメージタイプ、撮影イメージのサイズなど）は、ユーザーの必要に応じ
て、下記の過程Ｓ１５０において処理される。
【００３４】
　また、撮影人員（撮影対象者）の数を入力し、サービスアップ（または、端末のオペレ
ーティングシステムから提供するフォンブックから撮影対象者（例えば、友達、家族、会
員、仲間など）を選択する。図３は、本発明による仮想撮影サービス設定画面を例示する
ものであり、撮影人員（撮影対象者）の数は４人であり、撮影イメージのサイズは、「顔
面」と設定した仮想撮影サービスである。撮影イメージのサイズが「顔面」と設定される
場合、既に撮影されたイメージ（例えば、アルバムの保存イメージ）に撮影対象者の顔の
みを取り出して挿入する。
【００３５】
　前記撮影対象者が選択されると、メイン端末１００は、前記サービスアップを介して前
記選択された撮影対象者の端末２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃに招待メッセージを発送す
る（ステップＳ１２０）。
【００３６】
　次いで、前記招待メッセージが各撮影対象者の端末２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃに送
信されると、招待メッセージを受信した各端末２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃのユーザー
は、サービスアップを起動することにより前記招待に応じ、仮想撮影サービス（例えば、
メイン端末１００）に接続する（ステップＳ１３０～Ｓ１４０）。
【００３７】
　また、各端末に設けられたカメラモジュールを駆動し、図４の設定画面Ｄ２０に示すよ
うに、当該ユーザーのリアルタイム映像（例えば、静止映像または動画）やアルバムの保
存イメージを選択的にメイン端末１００に転送して撮影に参与する。図４は、本発明によ
る仮想撮影サービスの他の設定画面を例示するものある。
【００３８】
　サブ端末２００ａ、２００ｂ、２００ｃは、撮影が行われる間に、メイン端末１００と
リアルタイムにて連動して、図４に示すように、メイン端末１００の撮影画面をそれぞれ
の端末画面にそのまま表示して、端末ユーザーに自分の様子を見させる。
【００３９】
　また、前記サブ端末２００ａ、２００ｂ、２００ｃは、チャットタイプ（例えば、文字
チャット、音声チャットなど）を設定して、撮影が行われる間にユーザー間の話し合い（
コミュニケーション）が行われるようにする。
【００４０】
　次いで、以上のサービス設定が終わり、前記招待メッセージを受信した端末２００Ａ、
２００Ｂ、２００Ｃがいずれもサービス接続（または、メイン端末１００）を完了すると
、メイン端末１００は、各撮影対象者の位置を指定し、撮影を行う（ステップＳ１５０）
。前記撮影対象者の位置の指定は、図３の設定画面Ｄ１０を介してユーザーの選択に応じ
て行われる。
【００４１】
　また、撮影が終わると、メイン端末１００は、前記撮影されたイメージをサーバー３０
０側に送信する（ステップＳ１６０）。撮影されたイメージをサーバー３００側に送信す
るとき、メイン端末１００は、各撮影対象者間の前後関係を設定した情報（以下、「前後
関係設定情報」と称する。）を一緒に送信する。図３の場合、各撮影対象者１００、２０
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０Ａ、２００Ｂ、２００Ｃは、撮影イメージのサイズが「顔面」と設定された場合であり
、撮影対象者の顔は重なり合わないため、前記前後関係設定情報は、あまり重要ではない
が、図６に示すように、撮影イメージのサイズが「半身」と設定され、撮影対象者１００
、２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃが重なり合う場合、相互間の前後関係は設定されなけれ
ばならず、前後関係設定情報は、サーバー３００側に送信されなければならない。
【００４２】
　次いで、前記撮影されたイメージがサーバー３００側に送信されると、サーバー３００
は、送信されたイメージから各撮影対象者の像を事物取出技法を用いて取り出す（ステッ
プＳ１７０）。
【００４３】
　このとき、前記事物取出技法とは、取出対象物を対象物の輪郭線に沿ってその背景イメ
ージと分離して検出する技法を意味する。事物取出技法には、オブジェクトセグメンテー
ション技法などがある。
【００４４】
　サーバー３００は、前記取り出された各像を写真の指定された位置に挿入し、重ね合わ
せて最終的なイメージを完成する（ステップＳ１８０）。サーバー３００は、前記前後関
係設定情報を参照して、前記取り出された各像を写真の指定された位置に挿入する。
【００４５】
　また、完成された最終的なイメージをメモリに保存する一方、前記メイン端末１００及
び各撮影対象者の端末２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ側に転送する（ステップＳ１９０）
。
【００４６】
　図５は、本発明により構成される端末画面の例示図であり、撮影が行われる間にメイン
端末１００及びサブ端末２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃの画面に表示される画面構成を示
すものである。
【００４７】
　前記過程Ｓ１５０において、各撮影対象者の位置が指定されると、メイン端末１００は
、図５に示すように、それぞれ指定された位置の領域に当該撮影対象者の映像を表示する
。
【００４８】
　メイン端末１００のユーザーは、図５に示すように、チャットタイプ（例えば、文字、
音声など）を音声と設定して、撮影が行われる間にサブ端末２００ａ、２００ｂ、２００
ｃのユーザーと話し合う（コミュニケーション）。
【００４９】
　また、サブ端末２００ａ、２００ｂ、２００ｃは、撮影が行われる間に、メイン端末１
００とリアルタイムにて連動してメイン端末１００の撮影画面をそれぞれの端末画面にそ
のまま表示する。図１０に示すように、各端末２００ａ、２００ｂ、２００ｃのユーザー
は、端末画面に表示される自分の映像を見て、適切なポーズを取る。図１０は、本発明に
よるサブ端末２００ｂ及びポーズを取っている端末ユーザーを示す図である。
【００５０】
　図６から図９は、本発明によるサブ端末の画面構成を示す例示図であり、図６は、メイ
ン端末１００の画面構成を示す例示図であり、図７は、サブ端末２００ａの画面構成を示
す例示図であり、図８は、サブ端末２００ｂの画面構成を示す例示図であり、図９は、サ
ブ端末２００ｃの画面構成を示す例示図である。
【００５１】
　図６から図９に示すように、本例示による仮想撮影サービスは、撮影イメージのサイズ
（例えば、顔面、半身、全身など）を「半身」と設定し、撮影対象者が重なり合う場合、
各端末１００、２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃに表示される画面構成を示すものである。
【００５２】
　撮影が行われる間に、図６に示すように、メイン端末１００は、端末１００ユーザーの
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映像を人物Ａ領域に表示する。メイン端末１００は、前後関係設定情報の順位値を問わず
に人物Ａ領域を優先的に表示することにより、端末１００ユーザーに撮影に参与する自分
の映像を確認させる。
【００５３】
　メイン端末１００の場合、ユーザーは、画面タッチで所望の人物領域（例えば、人物Ａ
領域、人物Ｂ領域、人物Ｃ領域、人物Ｄ領域）を活性化させる。例えば、端末１００ユー
ザーがサブ端末２００ａのユーザーのポーズや身なりを確認しようとする場合、人物Ｂ領
域サブ端末２００ａのユーザーを選択（タッチ）することによりサブ端末２００ａのユー
ザー映像を確認する。
【００５４】
　また、サブ端末２００ａは、図７に示すように、端末２００ａユーザーの映像を人物Ｂ
領域に表示する。サブ端末２００ａは、人物Ｂ領域を画面の最前側に表示することにより
、端末２００ａユーザーに撮影に参与する自分の映像を確認させる。
【００５５】
　さらに、サブ端末２００ｂは、図８に示すように、ユーザーの映像を人物Ｃ領域に表示
する。さらにまた、図９に示すように、サブ端末２００ｃは、ユーザーの映像を人物Ｄ領
域に表示する。
【００５６】
　ここで説明される本発明の動作は、ソフトウェア、ハードウェアまたはこれらの組み合
わせを用いてコンピュータにて読み取り可能な記録媒体内において実現される。
【００５７】
　ハードウェア的な実現によれば、ここで説明される実施形態は、特定用途向け集積回路
（ＡＳＩＣｓ：ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃ
ｉｒｃｕｉｔｓ）、デジタル信号処理器（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓ
ｓｏｒｓ）、デジタル信号処理装置（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉ
ｎｇ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、プログラミング可能な論理デバイス（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌ
ｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、現場プログラミング可能ゲートアレイ（ｆｉｅｌｄ
　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙｓ）、プロセッサー、制御器、マイ
クロコントローラー、マイクロプロセッサー、機能の実行のための電気的なユニットのう
ちの少なくとも一つを用いて実現する。一部の場合、本明細書において説明される動作例
が制御部（または、サービスアップ）それ自体により実現される。
【００５８】
　ソフトウェア的な実現によれば、本明細書において説明される手続き及び機能などの実
施形態は、別途のソフトウェアモジュールにより実現される。前記ソフトウェアモジュー
ルのそれぞれは、本明細書において説明される一つ以上の機能及び作動を行う。適切なプ
ログラム言語により書かれたソフトウェアアプリケーションとしてソフトウェアコードが
実現される。前記ソフトウェアコードはメモリ（図示せず）に保存され、制御部（または
、サービスアップ）により起動される。
【００５９】
　本発明は、図示の実施形態を参照して説明されたが、これは単なる例示に過ぎず、この
技術分野における通常の知識を有する者であれば、これから様々な変形が行われ、上述し
た実施形態の全部または一部が選択的に組み合わせられて構成されるという点が理解でき
る筈である。よって、本発明の真の技術的な保護範囲は、添付の特許請求の範囲の技術的
な思想により定められるべきである。
【００６０】
　上述したように、本発明は、オンラインの仮想空間に遠隔地のユーザーが参与するよう
にして写真撮影を行う仮想撮影サービスシステムを実現した。
【００６１】
　本発明は、仮想撮影サービスのためのサービスアップを実現することにより、旅行や会
合に参与できなかった会員（または、友達、家族など）の仲間入り、家族と離れて過ごす
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パパの家族写真への挿入、オンライン会合に参与した会員の映像記録物の残し、有名人（
例えば、芸能人やスポーツスターなど）との記念撮影の提供、オンラインファンクラブに
おけるスターとの写真撮影サービスの提供などの機能をより手軽に提供することができる
と期待される。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明は、仮想撮影サービスのためのサービスアップを実現することにより、旅行や会
合に参与できなかった会員（または、友達、家族など）の仲間入り、家族と離れて過ごす
パパの家族写真への挿入、オンライン会合に参与した会員の映像記録物の残し、有名人（
例えば、芸能人やスポーツスターなど）との記念撮影の提供、オンラインファンクラブに
おけるスターとの写真撮影サービスの提供などの機能をより手軽に提供することができる
と期待される。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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